
卒
露
者
中
死
亡
者

本
核
部

寄
宿
舎
と

校
風

古
城
時
件

の
自
習
室

と
收
容
人

員鍬噸禰瀦
と
其
の
計

鑓察主義
の
目
的

五
十
年
の
歴
史
を
有
し
て
、
我
が
校
風
の
維
持
振
張
に
、
最
も
與
っ
て
大
い
な
る
貢
献
を
爲
し
た
も
の
は
、
寄
宿
舎
の
生
活
で
あ

る
。
吾
等
の
生
活
道
場
と
し
て
、
文
に
武
に
相
勵
み
相
戒
め
ん
と
す
る
青
年
の
意
氣
と
熱
情
と
は
、
遂
に
龍
南
會
を
組
織
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
が
、
總
務
室
は
勿
論
、
各
部
の
委
員
室
ま
で
が
、
今
日
と
異
っ
て
多
年
寄
宿
舎
内
に
在
っ
た
こ
と
か
ら
察
し
て
も
、

思
半
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
そ
の
間
に
は
、
形
式
に
内
容
に
、
幾
多
の
愛
遷
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
又
多

少
の
隆
替
を
免
れ
な
か
っ
た
と
は
云
へ
、
和
衷
協
同
、
切
瑳
砥
礪
の
効
に
至
っ
て
は
、
洵
に
云
ひ
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
而
し
て
そ
れ
等
の
黙
に
開
し
て
は
、
幸
に
し
て
習
學
寮
史
が
將
に
出
版
せ
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
、
絃
に
は
態
と
差
控
へ
、

主
と
し
て
形
式
的
方
面
に
就
い
て
述
べ
て
置
く
つ
も
り
で
あ
る
。

寄
宿
舎
は
、
古
城
時
代
に
於
て
も
、
自
習
室
と
孵
し
て
小
規
模
な
が
ら
存
在
し
、
凡
そ
四
十
餘
名
を
收
容
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

地
を
龍
南
に
卜
し
て
新
校
舎
が
設
計
さ
れ
た
頃
は
、
五
六
百
人
の
定
員
を
目
標
と
爲
さ
れ
た
も
の
で
、
階
下
を
自
習
室
に
、
階
上
を

寝
室
に
充
て
、
自
習
室
の
如
き
、
十
六
人
三
十
一
一
一
室
、
十
一
一
人
一
一
室
、
十
人
六
室
、
凡
て
六
百
十
一
人
を
全
部
收
容
し
得
る
や
う
に

計
聲
さ
れ
た
が
、
色
々
の
事
情
の
爲
に
賞
現
さ
れ
ず
に
了
っ
た
の
で
あ
る
。
（
圖
面
参
照
）
而
し
て
そ
の
全
寮
方
針
は
、
既
に
古
城

時
代
に
於
て
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
第
五
高
等
中
學
校
一
覧
第
一
冊
（
明
治
廿
一
年
ｌ
同
廿
二
年
）
の
第
九
章
寄
宿
舎
規
程
第

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
○
五

入
學
者
・
生
徒
灘
・
牛
業
者
・
本
校
部
卒
業
者
中
死
亡
者
等

附
録
入
墨
者
・
生
徒
数
・
卒
業
者
・
本
校
部
卒
業
者
中
死
亡
者
等

第
三
篇

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

●

四
○
四

年
度

入墨薪

補
充
二
級

補
充
一
級

優
入
學

數
科
三
級

麺
科
二
鐘

顕
科
一
級

本
科
一
年

郷
田
鼠
生

蕊
藤

泡Ａハ

｜生徒致

本
校
錦

盛
皐
部

エ
學
部

合
計

卒業者、

本
校
部

△
Ｏ
ｘ

本
位
部
中

啓學部

密
學
科

藁
學
科

エ
畷
部

敬
貝
愛
成
圃

箆
時

卒
篭
者
中
死
亡
者

本
校
郁

地方別名平在籍者

廟
位

地
方
名

合
計
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習
學
寮
の

名
稻
と
全

寮
制
度
明

一本 寄
宿
舎
細

則噺
入
生
以

夕
の
醤
生

徒
依
願
許

可
制

期
限
附
全

寮
制
に
鍵

更新
入
生
期

限
附
義
務

制
に
鍵
更

依
頼
寄
宿

制
に
鍵
更

□
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｕ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
ｐ
Ｕ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
砂
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｂ
Ｕ
Ｕ
Ｄ
Ｕ
Ｕ
Ｕ

七
年
度
に
な
る
と
、
第
一
條
は
，
「
本
校
生
徒
ハ
願
二
依
り
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
馨
學
部
生
徒
ハ
當
分
第
二
年
級
以
下

⑰
り
り
、
，
Ｕ
、
Ｄ
Ｐ
Ｐ
ｂ
Ｔ
ｂ
、
、
ｂ
Ｕ
ｐ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
ｂ
、
、
⑪
Ｕ
、
Ｐ
ｂ
ｐ
、
Ｄ
ｐ
ｐ
Ｄ
⑪
、
ｐ

都
テ
寄
宿
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
若
シ
正
當
ノ
理
由
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
通
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ァ
ル
ペ
シ
」
と
改
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち

嘗
學
部
第
一
一
年
級
以
上
を
除
い
て
は
，
願
に
依
っ
て
寄
宿
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
制
度
上
非
常
な
る
愛
化
と
申
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
頃
ま
で
は
未
だ
必
ず
し
も
年
級
の
如
何
に
制
限
は
な
く
、
且
翌
一
一
十
八
年
度
も
鍵
ｂ
な
く
、
一
一
十
九

■
ｌ

Ｎ
Ｄ
ｐ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
ｐ
ｐ
Ｄ

年
に
な
っ
て
、
第
一
篠
に
、
「
習
學
寮
ハ
生
徒
ヲ
寄
宿
セ
シ
ム
ル
所
ト
ス
し
、
第
一
一
條
に
、
「
生
徒
ハ
總
一
プ
一
定
ノ
期
間
必
ズ
習
學
寮

℃
、
、
ｂ
Ｄ
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
，
Ｄ
Ｕ
、
、
、

一
一
寄
宿
ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
改
め
ら
れ
、
願
に
依
っ
て
寄
宿
し
得
る
も
の
で
な
く
、
一
定
の
期
間
は
必
ず
寄
宿
す
べ
き
義
務
を
負

ふ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
定
の
期
間
が
如
何
な
る
内
容
を
有
つ
か
は
明
か
で
な
い
。

か
く
て
こ
の
定
め
は
、
一
一
一
十
年
度
よ
り
四
年
間
何
等
愛
化
な
く
、
一
一
一
十
四
年
度
に
な
っ
て
、
「
本
校
寄
宿
舎
ヲ
習
學
寮
ト
穂
ス
」

万
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｕ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
ｐ
▽
、
、
ひ
り
ひ
り
り
り
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
ｐ
Ｕ
Ｕ
ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｔ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
Ｔ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｐ
、

「
新
二
入
學
シ
タ
ル
者
ハ
一
定
ノ
期
間
ハ
習
學
寮
二
寄
宿
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
自
宅
若
ク
ハ
父
兄
ノ
宅
ヨ
リ
通
學
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ

、
、
、
Ｐ
ｂ
ｐ
、
Ｕ
、
Ｄ
Ｐ
Ｕ
、
Ｄ

Ｐ
、
、
Ｄ
Ｕ
ｐ
Ｕ
ｐ
Ｕ
Ｕ
Ｕ

願
一
一
依
り
藝
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
と
明
記
さ
れ
、
新
入
生
徒
に
限
ｈ
ｖ
一
定
期
間
の
寄
宿
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ

り
、
、
、

の
規
條
は
、
一
一
一
十
四
・
五
。
六
・
七
の
四
箇
年
度
に
愛
ｂ
な
く
、
一
一
一
十
八
年
度
に
は
、
「
新
二
大
學
豫
科
二
入
墨
シ
”
グ
ル
者
一
云
々
し

、
ノ

⑯
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ

と
、
大
學
豫
科
を
附
加
し
た
だ
け
で
あ
る
。
一
一
一
十
九
年
度
は
前
年
度
に
同
じ
く
、
四
十
年
度
に
は
、
「
新
一
一
入
學
シ
ク
ル
者
ハ
特
一
一
墨

、
Ｕ
Ｕ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
ｐ
Ｄ
Ｂ
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
Ｐ
ｂ
▽
、
Ｕ
、
Ｄ
Ｐ
、
、
Ｄ
Ｐ
、
、

枝
ヨ
リ
通
學
ヲ
命
ズ
ル
者
ノ
外
ハ
一
定
ノ
期
間
總
テ
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
ｈ
ソ
、
大
學
豫
科
の
文
字
を
別
ｈ
ソ
、
特

に
學
校
よ
り
通
學
を
命
か
ろ
者
を
除
外
例
と
し
て
は
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
同
一
と
見
て
差
支
は
あ
る
ま
い
。

四
十
一
年
以
降
大
正
四
年
度
ま
で
は
、
字
何
の
修
正
は
あ
っ
て
も
、
新
入
生
に
對
し
て
寄
宿
の
義
務
を
負
は
し
た
こ
と
に
は
鑓
０

な
く
、
大
正
五
年
度
も
本
則
は
同
様
で
、
細
則
第
一
｜
一
條
に
、
「
新
一
一
入
學
シ
タ
ル
者
外
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
入
寮
ヲ
願
上
出
ヅ
ル
ト
キ
ハ
收

四
○
七

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
○
六

一
ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｔ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
・
Ｄ
Ｄ
Ｂ

一
條
に
、
「
寄
宿
舎
ハ
生
徒
ヲ
寄
宿
セ
シ
ム
ル
所
ト
ス
但
生
徒
ノ
都
〈
ロ
ニ
ョ
リ
通

り
Ｄ
、
⑪
、
、
、
、
，
Ｕ

學
ヲ
許
ス
コ
ト
ァ
ル
ベ
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
｝
」
と
で
も
知
ら
れ
る
。
け
れ

ど
も
、
同
第
四
催
の
、
「
退
舍
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記

シ
正
副
保
證
人
連
署
願
出
ヅ
ベ
シ
」
や
、
同
第
六
條
の
、
「
夏
季
冬
季
及
春
季

休
業
中
歸
郷
若
ク
ハ
退
舍
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
保
證
人
達
署
其
旨
届
出
ヅ
。
へ

蝉
シ
」
の
如
き
は
、
自
ら
多
少
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
關
係
上
、
願
出
と
届
出
と

鵜
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
巌
重
な
る
制
限
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

中騨
然
る
に
、
二
十
一
一
年
四
月
竣
功
を
見
た
新
舍
の
繊
造
が
、
階
下
を
自
習
室
と

識
爲
し
、
階
上
を
寝
室
と
爲
し
た
關
係
上
、
一
一
十
一
一
年
、
始
て
寄
宿
舎
細
則
十
一
一
一

鍬
條
が
出
来
、
そ
の
中
に
は
更
に
各
項
に
分
ち
て
、
可
な
り
細
か
な
黙
ま
で
規
定

宿輔
き
れ
て
ゐ
る
が
、
本
則
と
し
て
の
規
程
は
そ
の
ま
シ
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が

園
一
千
四
年
度
の
一
覧
に
は
、
寄
宿
舎
の
文
字
は
習
學
寮
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
規

℃
Ｄ
Ｐ

⑫
Ｄ
ｎ
Ｄ
Ｄ
ｐ
ｐ
ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｄ

程
第
一
條
に
は
、
一
‐
本
校
生
徒
ハ
都
一
プ
習
學
寮
二
寄
宿
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
但
正

、
、
、
、
、
、
、
、
、
Ｄ
Ｂ
ｐ
Ｕ
ｐ
▽
、
Ｕ
・
Ｐ
Ｕ
Ｕ
、
，
、
Ｕ

富
ノ
理
由
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
通
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ペ
シ
」
と
定
め
ら
れ

て
、
明
か
に
全
寮
制
度
を
目
ざ
し
て
ゐ
る
こ
と
か
わ
か
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

こ
の
第
一
條
は
、
一
一
千
五
年
度
も
一
一
十
六
年
度
も
踏
襲
さ
れ
て
る
ろ
が
、
二
十

’



一
難
蟻
蕊
譲
蕊
鍵

寄
宿
舎
細

則
と
自
習

室
繧
室
心

得 寄
宿
舎
の

改
築
と
收

容
人
員
の

愛
遜
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・
客
ノ
餘
裕
ア
ル
場
〈
ロ
ー
限
り
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ベ
シ
但
シ
入
寮
ヲ
命
セ
ラ
レ
河
ノ
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ
」
と
、
多
少
の

現
行
制
度
制
限
を
設
け
た
こ
と
だ
け
が
異
っ
て
ゐ
る
。
大
正
六
・
七
年
度
に
塗
り
な
く
、
大
正
八
年
度
に
な
っ
て
、
「
習
學
寮
ハ
生
徒
ヲ
寄
宿
セ

の
目
的
と

崎
鵬
臓
務
シ
メ
本
校
ノ
教
育
ト
相
侯
ツ
テ
之
ヲ
訓
練
ス
ル
虚
ト
ス
」
「
新
一
一
入
學
シ
タ
ル
者
ハ
少
ク
モ
－
學
年
間
ハ
総
テ
寄
宿
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト

▽
Ｕ
、
Ｄ
ｂ
、
、
、
、
、
，
、
，
９
，
Ｕ
ｂ
■
、
ｐ
Ｕ
ｂ
、
Ｐ
ｂ
、
，
Ｕ
、
Ｄ
、
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｕ
、
、
、
、
ｂ
、
■
、
、
、
Ｄ
、
、

ス
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
一
一
對
シ
テ
ハ
詮
議
ノ
上
通
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ペ
シ
」
「
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ベ
キ
者
ノ
數
收
容
人

、
、
，
、
、
、
、
、
、
Ｄ
Ｐ
Ｄ
、
、
■
Ｕ
Ｕ
、
■
Ｕ
、
Ｕ
■
Ｕ
▽
Ｕ
、
Ｕ

員
数
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
若
干
名
ヲ
限
り
通
學
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ァ
ル
ベ
シ
」
と
さ
れ
、
以
て
く
う
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。

通
じ
て
之
を
言
へ
は
、
仰
古
城
時
代
に
在
り
て
は
、
「
寄
宿
舎
ハ
生
徒
ヲ
寄
宿
セ
シ
ム
ル
所
ト
ス
但
生
徒
ノ
都
合
ニ
ョ
リ
通
學
ヲ
許

ス
コ
ト
ァ
ル
ベ
シ
」
と
し
て
寄
宿
通
學
一
一
方
針
を
併
用
し
、
②
新
校
當
初
に
在
り
て
は
、
「
本
校
生
徒
ハ
都
テ
替
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ペ
キ

モ
ノ
ト
ス
云
々
」
と
し
て
、
全
寮
制
度
を
以
て
原
則
と
爲
し
、
③
一
一
十
七
年
に
な
る
と
、
「
本
校
生
徒
ハ
願
一
一
依
り
稗
學
寮
一
一
寄
宿
ス

℃
Ｄ
Ｕ
ｂ
、
、
、
Ｄ
Ｐ

ル
コ
ト
ヲ
得
云
々
」
と
し
て
依
願
寄
宿
制
度
に
改
め
ら
れ
、
側
一
一
十
九
年
度
に
は
、
「
生
徒
ハ
総
テ
ー
定
ノ
期
間
必
ズ
習
畢
寮
二
寄
宿

ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
期
限
を
附
し
て
再
び
義
務
的
に
反
り
、
⑤
一
一
一
十
四
年
に
な
る
と
、
「
新
一
一
入
墨
シ
タ
ル
者
ハ
ー
定
ノ
期

間
ハ
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
云
々
」
と
し
て
、
仰
の
場
合
に
於
け
る
「
總
テ
一
定
ノ
期
間
必
ズ
」
が
、
「
新
一
一
入
學
シ
ク
ル
者
Ｌ

Ｐ
、
，
Ｄ
Ｕ
Ｄ
Ｕ
、

に
改
め
ら
れ
、
且
、
必
ズ
の
字
句
も
削
除
せ
ら
れ
、
通
學
は
、
｛
曰
宅
若
く
は
父
兄
の
毛
よ
り
、
願
に
依
っ
て
許
可
せ
ら
れ
た
者
に
限

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
新
入
生
を
本
鵠
と
す
る
こ
と
は
、
其
後
一
貫
し
て
ゐ
る
。
⑥
四
十
年
度
に
な
る
と
．
「
新
一
一
入
墨
シ
グ
ル
者
ハ

特
一
一
學
校
ヨ
リ
通
學
ヲ
命
ズ
ル
者
ノ
外
ハ
一
定
ノ
期
間
總
テ
稗
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
新
入
生
は
、
特
に
命
じ

た
る
者
の
外
総
て
寄
宿
す
べ
き
も
の
と
篤
し
、
自
宅
若
く
は
父
兄
の
宅
等
の
字
句
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
か
く
て
、
大
正
八
年
度
に

℃
、
、
、
、
、
、
、
刀
、

な
る
と
，
「
新
一
一
入
墨
シ
灯
ノ
ル
者
ハ
少
ク
モ
一
墨
年
間
ハ
總
テ
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
一
一
對
シ
テ

、
，
、
、
、

、
Ｕ
Ｔ
、
、
、
、

ハ
詮
議
ノ
上
通
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
曇
へ
シ
」
と
し
て
。
「
一
定
ノ
期
間
」
を
「
少
ク
モ
ー
學
年
間
」
に
改
め
、
新
入
者
の
通
畢
生
に
對

し
て
、
「
特
一
一
學
校
ヨ
リ
通
學
ヲ
命
ズ
ル
者
」
が
、
「
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
一
一
對
シ
テ
ハ
詮
議
ノ
上
」
と
改
め
ら
れ
た
ま
で
で
あ
る
。
尤

も
、
傳
染
病
績
出
の
爲
、
従
来
の
寄
宿
舎
は
、
大
正
四
年
以
降
一
一
一
年
間
に
亙
っ
て
、
食
堂
炊
事
場
を
除
き
悉
く
之
を
焼
却
し
て
、
現

今
の
如
く
階
上
階
下
共
に
自
習
寝
臥
兼
用
に
改
築
せ
ら
れ
た
結
果
、
收
容
人
員
に
多
少
の
鍵
更
を
生
じ
た
爲
か
、
「
習
學
寮
一
一
寄
宿
ス

ベ
キ
者
ノ
數
收
容
人
員
数
一
一
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
若
干
名
ヲ
限
り
通
學
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ァ
ル
ペ
シ
」
の
一
條
が
加
へ
ら
れ
た
も
の
と
恩

は
れ
る
。
而
し
て
其
後
は
食
堂
や
洗
面
所
の
改
築
、
仰
光
館
や
知
命
堂
の
増
築
は
あ
っ
た
が
、
收
容
力
に
鍵
化
も
な
い
の
に
、
全
國

高
等
學
校
を
通
じ
て
、
昭
和
七
年
以
降
、
募
集
人
員
に
減
少
を
來
し
、
本
校
の
如
き
も
、
文
。
理
科
を
通
じ
て
、
昭
和
七
。
八
年
は
、

一
組
三
名
宛
凡
て
一
一
十
四
學
級
七
十
一
一
名
を
減
じ
、
昭
和
九
年
以
降
は
、
一
組
十
名
宛
凡
て
一
一
百
四
十
名
の
定
員
を
減
じ
、
従
っ
て
、

新
入
生
も
従
前
に
比
し
て
毎
年
八
十
名
を
減
じ
、
寄
宿
す
べ
き
人
員
が
、
收
容
人
員
に
超
過
す
る
が
如
き
こ
と
も
少
か
る
べ
く
、
一

學
年
を
経
た
る
後
に
於
て
、
多
数
の
所
謂
淺
寮
希
望
者
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
等
の
希
望
者
に
制
限
を
加
へ
る
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
の

で
、
一
室
十
一
一
蝋
に
す
ら
、
三
人
ゐ
る
者
は
殆
ど
な
い
有
様
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
通
り
、
古
城
時
代
と
、
新
築
時
代
と
、
改
築
以
後
と
に
愛
化
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
全
寮
主
義
よ
り
依
願
と
な

り
、
更
に
新
入
者
主
義
制
度
と
、
學
校
の
方
針
も
蔓
り
、
時
代
の
推
移
に
件
ひ
、
取
締
上
の
細
則
に
も
幾
多
の
愛
遜
を
莞
れ
な
か
っ

た
の
は
、
當
然
の
こ
と
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
絃
に
詳
細
に
亙
っ
て
書
き
記
す
こ
と
は
、
紙
面
が
許
さ
な
い
の
で
、
最
も
特

徴
の
あ
る
鮎
に
就
い
て
限
っ
て
見
れ
ば
、
一
一
十
一
年
度
に
在
り
て
は
、
寄
宿
舎
規
程
は
七
箇
條
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
一
一
十
一
一
年

度
に
は
、
そ
の
上
に
寄
宿
舎
細
則
十
一
一
一
條
が
出
來
、
自
習
室
と
寝
室
と
に
夫
々
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
而
し
て
自
習
室
に
就
い
て

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年
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九



「

自
炊
制
度

賞
施

炊
事
委
員

長
授
業
料

免
除
問
題

》 室
及
び

室
補
の

責
、
舎

監
の
鮎
検

等 其
他
敷
ん

の
心
得

外
出
歸
舍

心
得

其
他
を
新
に
川
へ
、
病
氣
鉄
課
の
際
は
、
届
書
に
馨
員
の
検
印
を
請
け
た
ろ
後
、
即
日
舎
監
に
差
出
す
べ
く
、
事
故
の
場
合
は
、
舎

監
に
申
出
で
て
指
揮
を
諸
ふ
く
含
こ
と
と
さ
れ
た
の
は
、
前
年
に
比
し
て
相
違
し
て
ゐ
る
。
又
、
外
出
中
病
氣
叉
は
事
故
の
爲
、
門

限
に
遅
れ
た
場
合
は
、
事
由
を
詳
記
せ
る
保
證
人
連
署
の
屈
書
を
必
要
と
し
、
午
後
十
時
以
後
は
、
如
何
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
歸

舍
を
許
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
既
定
の
場
所
に
在
る
燈
火
を
他
所
に
持
行
く
こ
と
、
消
燈
後
私
に
黙
火
す
る
こ
と
、
鑑
ｂ
に
各
室

を
往
来
す
る
こ
と
、
戸
壁
等
を
汚
損
し
又
は
樂
書
す
る
こ
と
、
指
定
の
場
所
外
に
於
て
喫
煙
し
又
は
湯
茶
を
飲
む
こ
と
、
等
を
禁
じ

て
あ
る
の
は
，
そ
れ
等
の
弊
害
が
續
出
し
た
篤
で
あ
ら
う
。

そ
の
後
の
数
年
間
は
大
差
な
い
が
、
一
一
十
九
年
度
の
規
定
の
中
に
、
衞
生
醤
の
診
断
に
よ
っ
て
、
寄
宿
に
堪
へ
す
と
認
め
ら
れ
た

者
の
外
退
寮
を
許
さ
な
い
こ
と
と
し
た
の
は
、
前
述
の
如
く
、
當
時
の
寮
風
を
察
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
一
一
一
十
一
年
一
一
月
九
日
を

以
て
、
炊
事
委
員
長
授
業
料
免
除
の
儀
が
逵
せ
ら
る
シ
や
、
炊
事
委
員
長
や
寮
総
代
よ
り
、
鮮
退
の
陳
情
懇
願
書
が
出
で
、
三
月
十

七
日
、
遂
に
取
梢
に
決
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
一
一
十
四
年
度
に
至
り
て
は
、
舎
監
の
許
可
な
く
し
て
は
、
歸
郷
又
は
外
泊
す
る
こ
と
を

得
な
い
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
一
面
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
し
て
門
鑑
制
度
は
、
こ
の
頃
ま
で
賞
施
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど

、
Ｄ
Ｐ

も
、
巳
む
を
得
ざ
る
事
故
の
爲
に
っ
午
後
十
時
以
後
録
寮
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
豫
め
生
徒
課
に
申
出
で
て
特
別
門
鑑
を
乞
ふ
く

Ｐ
、
、
、
、
０
，

く
、
そ
の
有
効
時
間
を
當
夜
十
一
一
時
迄
と
し
た
こ
と
、
妖
課
せ
る
者
は
、
制
規
に
従
っ
て
當
日
中
に
生
徒
課
を
経
て
届
出
づ
く
き
｝
」

と
、
其
の
他
相
鴬
厳
重
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

三
十
九
年
度
の
細
則
中
に
、
寮
生
に
對
し
て
寮
中
の
規
約
を
定
め
、
生
徒
監
の
認
可
を
得
て
實
行
す
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
ゐ

る
の
は
、
所
謂
自
炊
制
度
の
實
施
に
し
て
、
生
徒
課
主
任
之
を
監
督
し
、
同
課
員
の
一
人
に
、
食
費
の
徴
收
・
保
管
及
び
支
出
の
事
務

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年
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一

外
出
に
關
し
て
は
、
平
日
は
午
後
七
時
、
休
業
日
の
前
日
は
十
時
を
以
て
門
限
と
定
め
、
外
出
す
る
に
は
、
必
ず
自
ら
舎
監
詰
所

に
赴
き
、
門
鑑
を
受
取
っ
て
之
を
門
衛
に
渡
し
、
歸
舍
の
際
も
、
必
ず
自
ら
之
を
舎
監
室
に
還
し
置
く
べ
き
こ
と
や
、
舍
内
よ
り
物

品
を
携
帯
し
て
外
出
せ
ん
と
す
る
時
は
、
必
ず
舎
監
に
届
出
で
て
通
門
證
を
受
く
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
今
日
と
隔
世
の

感
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
妖
課
に
就
い
て
は
、
蕊
に
も
一
言
し
た
通
り
、
可
な
り
嚴
重
で
あ
っ
た
の
で
、
病
氣
の
爲
妖
課
せ
ん
と
す
る

者
は
、
其
の
旨
舎
監
に
届
出
づ
く
含
こ
と
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、
小
使
部
屋
や
賄
所
に
立
入
る
こ
と
、
私
に
小
使
を

便
ふ
こ
と
、
酒
類
等
を
舍
内
に
貯
へ
る
こ
と
、
等
を
禁
じ
て
ゐ
る
の
は
今
日
も
愛
ｂ
は
あ
る
ま
い
が
、
特
に
目
立
つ
の
は
、
狼
護
に

捗
る
雑
誌
。
小
説
稗
史
の
類
を
讃
み
、
又
は
之
を
所
持
す
る
事
を
禁
じ
た
る
一
項
の
如
き
は
、
當
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
日
か

ら
す
れ
ば
、
寧
ろ
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

翌
一
一
十
三
年
度
に
は
、
自
習
室
及
び
寝
室
を
共
に
す
る
生
徒
毎
に
、
室
長
及
び
室
長
補
一
人
を
置
い
て
⑫
種
々
の
責
任
を
負
は
し

り
Ｄ
、

め
た
一
」
と
、
舎
監
は
毎
朝
夕
の
鮎
桧
を
行
ふ
こ
と
つ
舍
内
に
於
て
制
服
を
着
け
ざ
る
時
は
、
必
ず
袴
を
着
く
べ
き
こ
と
、
起
床
・
就

、
Ｕ

樽
ｏ
食
事
・
黙
検
等
の
時
刻
は
、
剛
叺
を
以
て
報
歩
る
こ
と
、
食
物
の
良
否
等
に
開
し
、
直
接
賄
方
に
干
渉
す
べ
か
ら
ざ
る
｝
）
と
、

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
一
○

は
、
正
科
及
び
参
考
用
の
圖
書
、
嶌
字
及
び
書
翰
用
の
文
具
だ
け
は
傭
へ
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
、
黙
燈
後
の
晋
一
調
は
、
土
曜
又
は
休

業
日
の
前
夜
だ
け
に
限
ら
れ
、
指
定
の
自
習
時
間
外
に
於
て
智
墨
す
る
も
坊
な
し
、
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
面
白
い
。
寝
室
に
就
い

て
は
、
寝
室
の
入
口
は
、
正
午
よ
り
一
時
ま
で
臥
床
用
意
に
の
み
開
き
，
そ
の
外
は
舎
監
の
許
可
な
く
て
は
入
ろ
を
許
さ
ず
、
臥

床
時
限
後
十
分
の
後
消
燈
し
、
火
鉢
及
び
發
火
の
虞
あ
る
も
の
を
許
さ
ず
、
掃
除
及
び
衣
服
夜
具
等
の
整
頓
は
，
生
徒
自
ら
共
責
に

任
す
る
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。



ｌ
「
Ｉ
Ｉ

黒
本
舎
監

の
訓
戒

泰
総
代
・

委
員

自
治
共
同

の
精
神
弧

調

寮
生
誓
約

龍
南
念
雑

誌
に
現
れ

た
る
察
風

一
一
一
十
一
一
一
年

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
一
一
一

に
當
ら
し
め
、
毎
學
期
の
前
後
凡
そ
一
週
間
は
、
炊
夫
長
を
し
て
請
負
は
し
め
、
共
外
は
寮
生
中
の
上
級
者
よ
り
炊
事
委
員
長
三
人

を
選
ば
し
め
て
、
物
品
の
購
入
・
保
管
。
會
計
を
分
捲
せ
し
め
、
挫
く
下
に
委
旨
員
一
一
十
四
人
を
分
属
し
て
、
事
務
を
補
助
せ
し
め
た
も

の
で
あ
る
。
而
し
外
出
時
に
門
鑑
を
請
ふ
く
含
こ
と
が
削
除
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
時
代
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
後
大

正
元
年
ま
で
に
は
大
差
な
く
、
大
正
一
一
年
度
の
細
則
に
は
、
第
一
篠
「
寮
生
ハ
自
治
共
同
ノ
精
肺
ヲ
以
テ
寮
内
ノ
秩
序
ヲ
保
チ
風
紀

ヲ
維
持
ス
ペ
シ
Ｌ
、
第
一
一
條
「
寮
内
一
切
ノ
整
理
ハ
左
寮
生
ノ
連
帯
責
任
ト
ス
Ｌ
、
第
一
｜
一
條
「
入
退
寮
ハ
生
徒
監
、
幹
事
協
議
ノ
上
之

ヲ
法
ス
｜
云
々
」
、
第
四
催
「
各
室
人
声
且
ノ
配
當
ハ
幹
事
之
ヲ
定
ム
」
等
の
如
く
、
著
し
く
自
治
的
と
な
り
、
外
出
に
對
し
て
も
、
各
自

南
寮
玄
關
内
に
掲
げ
て
あ
る
自
己
の
名
札
を
裏
返
し
て
朱
書
を
表
に
し
、
歸
寮
の
際
に
之
を
原
状
に
復
し
置
く
べ
き
ご
と
と
な
し
た

る
が
如
き
も
そ
の
一
端
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
第
一
催
は
、
大
正
四
年
度
に
な
る
と
、
「
寮
生
ハ
本
校
教
育
ノ
趣
旨
ヲ
艦
シ
身
榊
ヲ
錬

り
知
徳
ヲ
鰹
キ
特
一
一
和
衷
協
同
ノ
習
慣
ヲ
蓑
ハ
ム
コ
ト
ヲ
期
ス
ペ
シ
」
と
改
め
ら
れ
、
外
出
時
の
名
札
を
返
し
て
置
く
こ
と
も
塵
せ

ら
れ
て
ゐ
る
代
り
に
曜
各
室
人
員
の
配
當
は
、
再
び
生
徒
監
督
（
後
に
は
生
徒
主
事
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
寮
生

の
互
選
に
基
づ
き
、
學
校
長
の
認
可
を
得
て
、
各
寮
に
寮
総
代
一
名
及
び
委
員
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
・
大
正
八

年
度
に
な
り
、
細
則
第
一
條
中
の
「
身
榊
ヲ
錬
り
知
徳
ヲ
鱗
キ
Ｌ
の
代
り
に
、
「
修
養
二
勉
〆
Ｌ
を
以
て
し
、
今
日
も
そ
の
ま
シ
に
な

っ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
，
現
在
の
學
則
第
八
章
替
學
寮
十
一
條
竝
に
細
則
第
八
章
智
學
寮
十
五
條
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
記
す
、
’
’
千
一
年
九
月
、
雨
天
鵠
操
場
に
於
け
る
入
寮
式
の
際
の
黒
本
舎
監
の
訓
戒
は
、
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

L灘！蕊

一
、
學
校
風
儀
ノ
善
悪
ハ
學
寮
一
一
ヨ
リ
生
ジ
學
寮
風
儀
ノ
善
悪
ハ
先
自
制
法
ヲ
行
プ
ト
行
ハ
ヌ
ト
ニ
由
ル
モ
ノ
ニ
候
自
一
虚
二
制

鋪
一

＝出

｣TＬ

Ｅ
Ⅱ
Ｉ

ス
レ
パ
事
ト
シ
テ
辨
ゼ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
ト
申
候
能
々
コ
ノ
自
制
ノ
義
ヲ
心
得
候
テ
各
自
共
身
ヲ
検
束

ス
ベ
キ
コ
ト
學
者
ノ
第
一
義
一
一
候

一
、
貨
色
ノ
ニ
ヲ
尤
愼
ム
ペ
キ
コ
ト
ー
ー
候
人
ノ
溺
レ
易
キ
ハ
貨
色
一
一
シ
テ
貸
色
ノ
活
レ
ハ
生
涯
藩
チ
申
サ
ズ
候

錬
ツ
メ
テ
一
帳
成
り
カ
ン
ガ
ヘ
ッ
メ
テ
智
成
ル
ト
申
候
少
壯
ノ
間
ハ
這
裏
ノ
経
験
ナ
ク
候
故
鰯
し
易
キ
ニ
テ

候
返
々
モ
愼
ミ
戒
ム
ベ
キ
ハ
コ
ノ
ニ
ッ
ニ
有
之
候
云
ん
教
示
如
件
戊
戊
秋
九
月
一
一
十
日
入
寮
式
ノ
日

習又、寮生に於て、寮生誓約なるものを作った。而してこの誓約は幾愛遷を経て、大正八年十月に
學
至
り
、
改
め
て
定
め
ら
れ
た
の
が
、
則
ち
今
玄
關
に
掲
げ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

寮
夫
レ
我
寮
ハ
龍
南
ノ
●
中
心
生
命
ニ
シ
テ
校
風
ノ
盛
衰
一
ハ
之
一
一
懸
し
り
我
等
錘
一
一
左
ノ
’
一
一
綱
領
ヲ
褐
ゲ
テ
日
々

食
之
ガ
實
行
ヲ
期
シ
以
テ
寮
風
ノ
刷
新
ト
校
風
ノ
振
興
ト
ー
努
ム
ル
コ
ト
ヲ
誓
う

堂

綱
領

清規
一
、
剛
毅
木
納
ノ
】
県
精
祁
ヲ
發
抑
ス
ル
コ
ト

ニ
、
常
一
一
五
高
生
ダ
ル
自
受
ト
耀
威
ト
ヲ
保
ツ
コ
ト

三
、
一
致
圏
結
以
テ
自
治
ノ
賞
ヲ
墨
グ
ル
コ
ト

今
暫
く
龍
南
會
雑
誌
に
就
い
て
、
側
面
観
を
し
て
見
た
い
と
恩
ふ
。
’
’
’
十
一
一
年
五
月
發
行
の
第
七
十
一
一
號
に
、

「
恐
愉
兒
之
悪
戯
千
」
と
題
し
て
、

（
前
略
）
吾
嘗
て
聞
く
、
垣
を
越
え
傭
を
破
れ
る
は
愉
兒
の
行
ひ
也
、
君
子
の
恥
ろ
虚
と
。
へ
１
に
し
て
之
を
凪

四
一
三

旱
寄
宿
舎
の
五
十
年

條
々

Ｔ
ｉ
６
Ｉ
Ｏ
０
Ⅱ
Ⅱ
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．
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Ｃ
Ｉ
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題
し
て
、

と
衷
情
を
披
瀝
し
て
ゐ
る
。
又
、
同
年
十
月
發
行
の
第
八
十
一
一
號
に
は
、
「
習
學
寮
細
則
の
愛
更
」
と
題
し
て
、

従
来
特
別
の
許
可
を
得
し
も
の
に
は
あ
ら
ざ
れ
ば
、
黙
検
時
間
後
は
歸
寮
し
能
は
ざ
り
し
虎
、
今
後
は
鮎
捻
後
と
錐
も
、
十
一
時

迄
は
事
由
を
具
し
て
門
番
を
経
、
宿
直
の
許
可
を
得
ば
歸
寮
し
得
る
こ
と
と
な
れ
０
。
恩
ふ
に
、
此
改
正
は
巳
を
得
ず
し
て
外
泊

す
る
も
の
を
、
成
る
可
く
減
少
せ
し
ひ
る
の
方
針
よ
り
出
で
た
る
も
の
に
し
て
當
を
得
た
る
も
の
と
云
は
ざ
る
可
か
ら
か
。
願

く
は
、
全
寮
の
諸
足
意
の
あ
る
虚
を
了
し
て
、
門
外
漢
の
藷
を
頁
ふ
如
き
こ
と
あ
る
な
か
れ
。

四
一
五

菜
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

な
ろ
を
慨
く
。
今
や
吾
人
宍

き
か
を
恐
ろ
シ
も
の
な
り
。

と
糠
慨
し
た
一
文
も
あ
る
の
｛

軍

の
如
き
煩
も
し
二
ご
記
事
も
見
え
る
。
同
年
五
月
發
行
の
第
七
十
八
鑑
に
は
、
「
自
炊
紀
念
日
」
と
題
し
て
⑮

（
前
略
）
蘇
峰
嘗
て
巷
裏
の
小
兒
女
が
，
標
遊
（
有
の
誤
力
）
梅
を
唄
ふ
て
一
一
一
絃
を
鼓
す
ろ
を
聞
き
、
以
て
祗
會
の
室
氣
に
不
健
全

な
ろ
を
慨
く
・
へ
７
や
吾
人
寮
内
諸
賢
の
歌
謡
を
聞
く
に
及
ん
で
、
亦
等
し
く
吾
校
に
も
不
健
全
な
る
空
」
｜
調
の
輸
入
せ
ら
れ
た
る
無

（
前
略
）
學
寮
騒
動
の
記
事
が
如
何
に
舎
監
の
鑓
責
と
な
り
、
〔
中
略
）
學
寮
騒
務
は
フ
ァ
ク
ト
の
み
、
事
賞
の
み
。
（
中
略
）
事
賓
は

事
實
と
し
て
、
一
一
一
一
戸
は
し
め
よ
。
（
中
略
）
吾
人
が
望
む
所
は
、
ま
づ
本
誌
を
し
て
収
々
の
一
一
一
巨
侃
々
の
論
を
識
さ
し
む
る
に
あ
り
。
吾

人
の
一
一
一
巨
論
に
し
て
萬
一
龍
南
の
校
風
に
打
撃
を
加
へ
、
こ
れ
が
發
達
進
歩
を
阻
害
す
る
も
の
あ
り
と
せ
ば
、
吾
人
謹
み
て
其
の
罪

を
謝
し
、
諸
氏
の
鞭
燵
を
廿
す
べ
き
の
み
・
吾
人
何
ぞ
切
り
に
、
誹
識
中
傷
、
危
一
一
一
一
戸
を
弄
し
て
校
風
を
素
飢
せ
し
び
る
を
望
ま

む
□

。
⑪
Ｓ
咄
ｐ
尾

〉
蕊
婁
醤
一
議
露

第
一
章泪
伊
－
，
■
字
＆
●
尻
沁
Ｕ
矛
冴
、
ぱ
い
‐
叩
１
１
．
ｆ

■
二
＄
□
‐
Ｕ
■
‐
叱
押
川
口
で
Ⅲ
瓜
尹
５

文
も
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
シ
る
記
事
に
就
い
て
は
、
同
年
九
月
發
行
の
第
八
十
一
読
に
河
「
新
學
年
来
る
Ｌ
と

｢。

寄
宿
舎
の
五
十
年

）
■+戸

Z.』

鞭“）

四
一
四

ふ
、
我
敬
愛
す
る
寮
生
諸
兄
、
何
ぞ
か
シ
る
愉
兒
の
行
を
學
ん
や
。
云
々

と
あ
る
の
は
、
｜
は
以
て
當
時
の
寮
生
希
を
察
す
る
と
共
に
、
｜
は
以
て
愛
校
愛
寮
の
精
祁
の
發

露
と
見
ろ
ば
僻
目
か
。
更
に
同
年
十
二
月
發
行
の
第
七
十
六
號
に
は
、
「
公
共
義
務
を
奉
寸
ろ
の
観

念
」
と
題
し
て
、

（
前
略
）
若
し
歩
を
鱒
じ
て
本
校
為
風
の
基
礎
た
る
習
學
寮
に
入
ら
ん
か
。
南
北
雨
寮
の
通
路
を

照
せ
る
洋
燈
は
、
夜
間
共
用
を
爲
し
居
る
も
の
果
し
て
幾
個
か
有
る
。
是
等
は
最
も
公
共
心
に

妖
乏
せ
る
一
一
一
一
一
輩
の
行
爲
に
し
て
、
彼
等
は
一
個
人
の
爲
仁
洋
燈
を
巍
取
し
て
通
路
を
曙
黒
に

し
、
（
中
略
）
不
法
に
も
洋
燈
を
持
っ
て
寝
室
に
入
り
、
通
夜
之
を
黙
じ
て
他
人
の
安
眠
を
妨
害

し
、
且
つ
危
険
を
輿
ふ
る
こ
と
少
か
ら
す
。
或
は
制
度
に
先
っ
て
食
堂
に
乱
入
し
、
他
人
の
遅

参
せ
る
を
幸
と
し
て
共
茱
を
鰯
食
し
汁
を
つ
ぐ
に
具
を
蒐
め
、
飯
を
つ
ぐ
に
中
を
棚
る
か
如
き

は
，
是
亦
公
共
心
に
妖
乏
せ
る
も
の
に
非
ざ
る
か
。
殊
に
斯
か
る
随
劣
見
る
に
堪
へ
ざ
る
行
爲

を
爲
す
も
の
峰
寧
ろ
蕾
生
徒
に
多
し
と
爲
す
。
云
々

の
如
き
も
亦
、
同
工
異
曲
な
る
べ
き
か
。
け
れ
ど
も
一
面
に
は
、

（
前
略
）
今
や
學
寮
の
整
頓
日
に
月
に
進
み
て
、
靜
穰
な
る
共
同
生
活
は
、
面
白
く
行
は
れ
つ
シ

あ
り
。
南
北
雨
寮
今
や
狹
随
を
告
げ
て
、
造
築
の
工
事
漸
く
成
る
に
近
し
。
云
為

（
一
一
一
十
一
一
一
年
一
一
月
發
行
第
七
十
七
鑑
謹
ん
で
臭
舎
監
を
迎
ふ
）

ｌ
‐
１
１

】



學
繋
倉

秋
月
舎
監

へ
の
思
慕

三
十
六
年

三
十
四
年

や
、
又
、
「
自
治
」
と
題
す
る

菩
人
は
習
學
寮
に
在
る
の
故
を
以
て
、
郊
外
散
歩
の
時
間
、
及
び
朋
辨
の
時
間
等
を
．
午
後
七
時
二
十
分
ま
で
と
制
限
せ
ら
る
笏

な
り
。
何
等
の
窮
屈
ぞ
や
。
云
々

と
不
平
を
投
書
し
て
ゐ
る
が
、
同
年
五
月
發
行
の
第
九
十
九
號
に
は
、
「
學
寮
に
は
精
榊
あ
り
や
」
と
題
し
て
、

近
来
龍
南
の
學
風
を
論
か
ろ
も
の
多
く
、
従
っ
て
ま
た
寮
生
一
般
の
氣
風
を
議
す
ろ
も
の
多
し
。
筍
く
も
今
日
の
如
き
道
義
的
頽

慶
を
看
破
し
た
る
憂
慮
の
士
が
斯
く
論
じ
、
斯
く
議
す
る
は
、
こ
れ
苔
等
寮
生
の
犬
に
幸
福
と
す
る
所
な
り
。
云
々

と
も
記
し
て
ゐ
る
が
、
同
年
六
月
發
行
の
第
百
號
に
は
、

（
前
略
）
叫
ぶ
も
の
ま
た
曰
く
、
這
般
の
噴
々
者
亦
我
學
寮
に
あ
り
、
寮
の
危
機
迫
れ
り
と
。
あ
シ
虚
に
吠
ゆ
ろ
犬
の
喧
し
き
か

な
、
我
が
榊
聖
な
る
習
學
寮
豈
に
斯
か
る
積
々
者
あ
ら
ん
や
、
和
衷
が
實
を
曇
げ
つ
シ
あ
る
我
が
寮
に
於
て
、
豈
に
斯
か
る
専
制

者
を
見
ん
や
、
汝
尚
叫
ば
ん
と
せ
ば
去
て
之
を
魯
國
の
天
に
於
て
せ
よ
、
忌
は
し
急
か
な
。

と
も
辮
護
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
之
と
對
疏
的
な
る
も
の
は
、
同
年
十
月
發
行
の
第
百
一
號
に
、
「
寮
中
漫
言
」
と
題
し
て
、

校
風
を
起
さ
ん
に
は
先
づ
寮
風
を
起
き
浄
る
べ
か
ら
か
と
噂
せ
ら
る
。
然
ｂ
、
學
寮
は
學
校
の
中
堅
な
り
。
校
風
先
づ
此
虚
よ
り

起
ら
ざ
る
べ
か
ら
か
。
然
ら
ば
如
何
に
し
て
寮
風
を
起
す
べ
き
か
。
形
式
的
規
約
の
鍵
更
、
形
式
的
學
寮
會
の
決
議
に
よ
り
て
は
、

こ
れ
途
に
起
す
べ
か
ら
ず
。
唯
望
を
囑
す
べ
き
は
、
寮
内
健
全
な
る
諸
君
、
よ
く
一
致
和
し
て
自
ら
奮
ふ
に
あ
る
の
み
。
云
狩

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
一
六

と
相
戒
め
て
居
り
、
新
寮
の
増
築
に
件
う
て
、
閲
覧
室
が
休
息
室
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
對
し
て
も
、
徒
ら
に
堰
吹
欠
伸
の
川
に
供

す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
警
告
し
て
ゐ
る
も
の
も
、
ゆ
か
し
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
同
年
六
月
發
行
の
第
八
十
六
號
に
は
、
「
寮
生

の
美
風
」
と
題
し
て
、
才
氣
誇
秀
に
し
て
家
道
困
難
な
る
爲
に
、
牛
乳
配
達
を
爲
し
て
學
資
の
自
給
を
圖
れ
ろ
濟
々
鶴
の
二
生
徒
に

對
し
て
義
損
金
を
募
り
、
忽
ち
に
し
て
金
十
六
圓
と
書
籍
三
十
冊
と
を
得
、
之
を
贈
呈
し
て
其
の
勢
を
補
へ
る
が
如
き
は
、
断
じ
て

自
誓
自
賛
の
縊
美
の
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
氏
名
は
態
と
略
す
る
）
又
、
同
號
の
學
寮
茶
話
會
兼
卒
業
生
豫
賎
會
な
る
記
事
に
は
、

（
前
略
）
爾
来
地
方
的
割
擦
や
部
的
離
隔
の
爲
に
意
氣
は
漸
々
沈
衰
し
、
之
を
七
八
年
前
の
當
時
に
鮫
ぶ
れ
ば
賞
に
顔
色
無
し
と
云

ふ
様
で
、
章
軒
先
生
の
肖
像
に
對
し
て
誠
に
面
目
な
い
次
第
、
是
常
に
予
等
の
念
頭
を
去
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
云
々

と
、
秋
月
章
軒
翁
を
偲
び
つ
シ
、
寮
風
の
振
作
に
努
力
し
て
ゐ
こ
と
か
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｏ
而
し
て
こ
の
頃
に
於
け
る
禁
酒
問
題

は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
一
一
一
十
四
年
十
月
發
行
第
八
十
七
號
中
の
學
寮
見
聞
な
る
記
事
に
は
、
奮
寮
の
自
習
室
を
一
秘
壁
を
以
て
二

等
分
し
た
こ
と
、
從
來
、
新
薔
各
部
。
各
縣
の
生
徒
が
錯
綜
し
て
ゐ
た
が
、
今
學
期
よ
り
は
新
奮
生
徒
を
別
ち
、
一
部
は
一
部
、
一
一

部
は
二
部
と
別
ち
、
各
室
に
同
じ
部
の
上
級
生
一
名
を
室
長
に
定
め
て
取
締
ら
し
め
、
蕾
生
徒
の
大
部
分
は
、
新
寮
に
居
ら
し
む
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
前
學
年
末
に
愛
更
訂
正
せ
ら
れ
た
新
寮
生
規
約
五
章
十
八
催
も
掲
げ
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
依

れ
ば
、
寮
生
の
機
關
と
し
て
、
各
室
長
・
各
炊
事
委
員
長
及
び
雑
誌
部
委
員
一
名
よ
り
成
る
と
こ
ろ
の
墨
寮
會
な
る
も
の
が
設
け
ら

れ
て
居
り
、
炊
事
は
自
炊
と
し
、
委
員
長
一
一
一
名
、
委
員
一
一
十
一
名
を
置
い
て
居
り
、
剣
術
、
柔
術
、
弓
術
、
ラ
ヶ
ロ
ー
ス
、
ペ
ー
ス
・

ポ
ー
ル
、
ブ
ー
ト
・
ポ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
、
遠
足
、
端
艇
、
綱
引
、
相
撲
の
十
一
部
よ
り
成
る
運
動
部
な
ど
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
一
一
十
六
年
一
一
一
月
發
行
の
第
九
十
八
號
に
は
、
「
歸
寮
門
限
を
膳
す
べ
し
」
と
題
し
て
、

⑱

（
前
略
）
自
治
の
精
紳
は
克
己
の
精
榊
な
り
、
己
に
兎
つ
能
は
ず
し
て
焉
ん
ぞ
自
ら
治
む
る
こ
と
を
得
ん
。
願
へ
寮
内
幾
人
か
克

己
の
工
風
を
積
め
る
、
。
幾
分
惰
氣
と
我
慾
に
打
ち
克
つ
工
風
を
積
め
る
。

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
一
七
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『

ず
？
○
ふ
（
‐

○
濟
為
髪
の
鳩
家
を
失
我
寮
に
来
る
自
習
室
に
て
こ
を
煮
た
る
者
は
誰
ぞ
世
は
澆
季
窮
鳥
懐
に
入
る
勿
れ

○
浴
場
と
新
寮
と
に
於
け
る
草
履
の
紅
會
主
義
賞
行
思
ひ
付
中
☆
よ
け
れ
ど
も
時
為
は
自
分
の
金
で
貢
ふ
く
し

○
植
物
園
の
に
ほ
ひ
萱
盗
み
去
ら
れ
て
餘
す
所
幾
株
公
徳
と
は
何
ぞ
教
育
あ
る
も
の
は
ち
か
っ
た
も
の
か
な

○
浴
場
偶
に
糞
を
見
る
こ
れ
犬
の
な
す
所
廊
下
の
壁
時
為
黄
色
の
暁
あ
り
こ
れ
識
敬
愛
す
る
寮
生
の
所
爲
也

○
深
夜
急
爆
直
下
蓋
こ
れ
寝
室
よ
り
の
放
尿
鳴
呼
こ
の
壯
學
こ
の
豪
鵬
安
ぜ
よ
籠
南
の
健
兒
尚
活
動
す

四
十
一
年
十
一
月
發
行
の
第
百
二
十
七
號
中
の
「
學
寮
管
見
Ｌ
仁
從
へ
ば
、

（
前
略
）
本
年
の
新
入
寮
生
諸
君
が
，
過
去
の
そ
れ
と
、
比
較
し
て
、
相
異
な
る
者
は
、
如
何
に
説
け
る
、
遠
慮
な
る
者
の
少
な
き

黙
也
、
遠
慮
少
な
し
と
穂
す
、
敢
て
、
ビ
ー
ル
瓶
、
焼
杉
の
下
駄
、
百
尺
の
飛
爆
云
為
を
、
直
ち
に
、
こ
の
場
合
に
應
用
せ
ん
と

す
る
に
あ
ら
す
何
と
な
く
、
し
か
く
直
畳
す
る
也
、
吾
人
か
諸
君
を
迎
へ
て
愉
快
を
叫
け
ぶ
、
又
此
の
黙
に
存
す
る
者
あ
る
也
、

こ
れ
果
し
て
何
に
山
り
て
然
ろ
か
、
他
無
し
、
元
氣
と
活
氣
と
勇
氣
と
に
富
め
る
諸
君
多
き
が
た
め
也
。
云
々

と
あ
り
、
又
曰
く
や

げ
て
置
く
。 第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
一
八

な
ど
で
あ
ら
う
。
而
し
て
翌
三
十
七
年
一
一
月
發
行
第
百
四
號
の
「
籠
南
だ
よ
り
Ｌ
に
依
れ
ば
、
學
寮
會
に
位
川
し
得
べ
き
一
一
一
百
回
餘

の
金
額
の
用
途
に
就
い
て
、
生
徒
監
よ
り
學
寮
會
に
諮
問
し
た
結
果
と
し
て
、
従
来
の
新
聞
雑
誌
縦
覧
室
を
擴
張
し
て
、
圖
書
室
と

テ
ニ
ス
・
コ
ー
ト
と
を
設
け
、
食
堂
に
額
を
掲
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
や
う
で
あ
る
。
尚
、
同
年
五
月
發
行
の
第
百
六
號
仁
は
、
「
四
十

字
危
一
一
一
一
戸
」
と
題
す
る
奇
抜
な
記
事
が
あ
る
。
敢
て
悪
を
好
き
奇
を
装
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、
率
直
な
る
黙
を
認
め
て
そ
の
一
部
を
褐

更
ら
に
、
吾
人
は
、
當
夜
、
咄
々
の
怪
事
を
見
た
り
、
濟
美
館
裡
や
婦
女
子
が
出
入
せ
し
事
是
也
、
（
中
略
）
若
し
も
、
絶
對
に
女

装
が
禁
ぜ
ら
れ
、
由
り
て
以
て
、
演
劇
を
中
止
す
る
に
到
り
し
者
と
見
成
せ
ば
、
濟
美
館
、
吾
人
の
最
も
其
の
祁
聖
を
保
つ
に
音

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

■
函
已
時
巴
Ｆ
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４
１
Ｇ
口
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．
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甲
■
Ｈ
・
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Ⅱ
ｐ
ｑ
Ｄ
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ｌ
７
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〆
０
１
Ｊ
》
即
ｑ
Ｊ
Ａ
●
ｊ
Ｉ
Ｎ
Ｌ
ｄ
ｉ
呵
血
●
」
０
Ｖ
■
Ｊ
Ｐ
Ｏ
■
ｉ
ｐ
ｃ
Ⅲ
１
２
Ｆ
Ⅱ
０
Ⅱ
Ⅱ
１
句
‐
■
Ⅱ
■
、
、

祭璽慰の日九月四年二正大

し
者
と
見
成
せ
ば
、
濟
美
館
へ
吾
人
の
最
も
其
の
祁
聖
を
保
つ
に
意

を
注
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
道
場
の
樫
を
婦
女
子
の
（
然
か
も
其
の

中
に
は
、
如
何
し
き
風
盤
の
者
を
も
實
見
せ
り
）
躁
蝋
に
委
す
ろ

を
見
て
、
咄
々
怪
事
を
叫
け
ぶ
又
怪
事
に
あ
ら
ざ
る
く
し
。
云
存

と
あ
り
、
更
に
叉
、
四
十
二
年
三
月
發
行
の
第
百
三
十
號
仁
は
、
「
龍

，
南
時
一
一
一
一
戸
」
と
題
し
て
、

（
前
略
）
○
寮
の
不
振
は
人
材
の
妖
乏
に
雑
因
す
、
龍
南
の
天
地
由

来
人
物
に
乏
し
か
ら
ず
、
而
も
悉
寮
を
去
る
、
首
陽
山
に
蕨
を

採
る
の
類
乎
不
知
。

○
人
を
寮
を
嫌
忌
す
る
の
理
由
那
邊
に
存
す
る
、
天
機
不
可
漏
。

只
制
度
を
改
善
し
室
氣
を
唾
か
な
ら
し
め
居
心
地
を
良
か
ら
し

む
る
は
刻
下
の
急
務
と
一
一
一
一
戸
は
ん
。

○
就
中
食
事
問
題
は
最
も
講
究
の
憤
値
あ
り
、
吾
人
入
學
来
日
と

し
て
自
炊
制
度
攻
撃
の
鑿
を
聞
か
ざ
る
無
、
炊
事
委
員
長
室
は

一
學
寮
の
バ
ル
カ
ン
半
島
か
。
云
々

今町
’
０
‐
Ｉ
Ⅷ
呵
り
『
Ｄ
Ｉ
Ｉ
的
５
５
８
咽
且
唖
１
１
０
匹
邪
占
ワ
ハ
Ⅲ

、

四
一
九

１
１
１
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ｉ
ｉ,，

第
一
・
第

二
校
外
察

大
正
二
年

病
災
要
録

ＬｉＩ
:ｌＲｌ

１
Ｉｉｌ
ｌｊｌｊ

ｌｌ

に
、
塗

る
ろ
。

然
る
に
そ
の
後
、
前
途
の
通
り
．
寮
の
改
築
が
行
は
れ
て
病
魔
も
掃
蕩
せ
ら
れ
、
寮
内
も
波
潤
な
く
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
一
面
に
於
て
、
「
龍
南
會
雑
二
四
が
「
龍
南
Ｌ
と
改
題
さ
れ
た
頃
か
ら
、
習
學
寮
に
開
す
る
記
事
も
殆
ど
そ
の
影
を
潜
め
て

了
っ
て
、
知
る
よ
す
か
も
な
い
の
は
、
遺
憾
干
萬
で
あ
る
。

並
に
一
一
一
一
一
戸
す
べ
き
は
、
大
正
四
年
寄
宿
舎
改
築
竣
功
ま
で
⑮
九
月
十
日
以
降
、
｜
時
、
第
一
校
外
寮
を
市
内
新
屋
敷
町
傘
一
一
一
番
丁

に
、
第
二
校
外
寮
を
市
外
大
江
村
大
字
本
に
設
け
、
夫
々
入
寮
を
許
し
た
こ
と
で
あ
る
。
當
時
の
掲
示
に
は
、
左
の
通
り
記
さ
れ
て

賞
に
三
十
名
の
眞
正
チ
ブ
ス
患
者
を
出
し
た
當
時
に
在
り
て
は
、
祗
會
に
對
し
て
も
異
常
の
不
安
を
與
へ
土
爲
に
、
學
校
は
回
よ

り
、
縣
警
察
方
面
に
て
も
、
充
分
の
警
戒
と
防
疫
と
に
力
め
た
の
で
、
幸
に
も
大
事
に
至
ら
す
し
て
濟
ん
だ
が
、
可
惜
前
途
有
爲
の

青
年
十
除
名
を
喪
ｑ
武
夫
原
に
於
て
盛
大
な
る
追
悼
祭
ま
で
行
は
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
恂
に
氣
の
毒
の
至
り
で
あ
つ

九
○一

、
薔
寮
改
築
工
事
ハ
六
月
上
句
或
ハ
五
月
下
旬
ヨ
リ
着
手
セ
ラ
ル
、
答
ナ
ル
ガ
故
第
二
寮
全
部
及
第
一
一
一
寮
東
宇
部
ハ
自
然
喧
騒

ノ
恐
レ
ァ
ル
．
ヘ
キ
ー
ー
ッ
キ
此
際
可
成
生
徒
ヲ
收
容
セ
ザ
ル
コ
ト
’
一
ナ
シ
タ
シ

｜
、
右
ニ
ッ
キ
約
六
十
名
一
一
退
寮
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
、
ナ
ス

｜
、
退
寮
ハ
豫
〆
全
寮
生
中
ヨ
リ
希
望
ニ
ョ
リ
テ
之
ヲ
定
ム

「
退
寮
希
望
者
ハ
本
月
一
一
一
日
迄
一
一
書
面
ヲ
以
テ
生
徒
課
二
願
出
ヅ
ベ
シ

但
、
特
種
ノ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ハ
可
成
詳
細
一
一
附
記
ス
ル
方
好
都
合
ナ
リ

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

四
二
一

｡｣

第
一
章
寄
宿
舎
の
五
十
年

Ｈ
Ｍ
Ｉ

一

館光仰寮學習念記幸行(蹟:遥畏校塵武）

而
し
て
こ
れ
に
梢
類
す
る
記
事
は
、
同
年
十
月
發
行
第
百
三
十
二
號
中
の
「
學
寮
生
活
槻
」

中
に
も
あ
る
。

（
前
略
）
學
校
の
規
則
と
し
て
、
｜
學
年
は
寮
に
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
毎
新
學
年
の
始
め

に
於
て
は
各
室
と
も
充
満
し
て
、
｜
人
の
他
を
容
る
べ
き
餘
裕
が
な
い
。
然
る
に
學
年
も

経
ｂ
の
三
學
期
と
な
れ
ば
⑯
各
室
と
も
前
の
半
数
に
過
ぎ
な
い
。
此
の
面
白
い
現
象
を
呈

す
る
の
は
抑
も
何
故
で
あ
ら
う
か
。
僕
は
聞
い
て
居
る
。
彼
等
の
多
く
は
祁
經
衰
弱
な
る

病
名
の
下
に
退
寮
す
る
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
が
果
し
て
眞
の
耐
經
衰
弱
で
あ
る
か
、
又
は

憶
病
で
あ
る
か
は
、
僕
の
知
る
範
團
で
も
な
く
。
云
冷

そ
の
後
の
雑
誌
に
も
所
々
散
見
す
る
け
れ
ど
も
、
大
し
た
こ
と
で
も
な
い
の
で
省
く
こ
と
と

し
た
が
、
降
っ
て
大
正
二
年
六
月
發
行
の
第
百
五
十
號
に
は
、
「
病
災
要
録
」
と
し
て
左
の
如

く
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
前
略
）
然
る
に
二
月
末
に
至
り
、
中
数
名
は
突
然
症
状
危
瞼
な
る
こ
と
診
断
せ
ら
ろ
う

や
、
學
校
に
て
は
（
中
略
）
二
月
二
十
七
日
よ
り
一
一
一
月
二
日
に
亙
り
て
四
日
間
の
臨
時
休
業

を
宣
し
、
そ
の
間
に
於
て
、
罹
病
者
の
所
置
と
校
内
の
消
毒
と
を
行
ひ
、
習
學
寮
を
閉
鎖

し
て
、
寮
生
は
一
々
健
康
診
断
の
上
外
泊
せ
し
め
、
以
て
今
後
病
菌
の
傳
播
を
防
塵
せ
ん

と
試
み
た
り
。
云
々
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に
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ド
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如
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ｉ
小
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鹸
刑
ル
，
北
…
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立育中第
含學五
の校高
成魍等

則魍
育

會
親

最
近
十
年

間
の
人
員

調

第
一
節
龍
南
會
創
立
と
龍
南
會
雑
誌
の
創
刊

明
治
一
一
十
年
八
月
に
開
か
れ
た
相
談
會
の
席
上
に
於
て
、
野
村
校
長
は
、
民
間
に
於
て
、
年
齢
十
五
乃
至
二
十
の
有
志
者
を
以

て
、
私
立
鵠
育
會
を
組
織
し
た
き
旨
を
漏
し
た
が
、
翌
二
十
一
年
に
は
、
第
五
高
等
中
學
校
鐙
育
會
な
る
も
の
が
成
立
し
た
。
今
そ

の
規
則
を
列
學
す
れ
ば
、
次
の
七
箇
條
で
あ
る
。

第
五
高
等
中
學
校
髄
育
會
規
則

第
一
催
本
會
ノ
目
的
ハ
快
活
ノ
運
動
ヲ
ナ
シ
身
祁
ノ
猩
健
澗
溌
ヲ
進
ム
ル
ー
ー
ァ
リ

第
二
條
會
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
姓
名
科
級
組
ヲ
本
會
委
員
長
二
報
シ
テ
許
可
ヲ
得
．
へ
シ

第
三
催
木
曾
ノ
職
員
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
加
シ

委
員
長
一
名
委
員
五
名

但
シ
委
員
長
ハ
本
會
ノ
事
務
ヲ
綜
理
シ
委
員
ハ
委
員
長
ノ
指
揮
二
從
上
本
會
ノ
事
務
ヲ
分
掌
擴
任
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
篠
委
員
長
委
員
ハ
總
會
員
ノ
投
票
ヲ
以
一
プ
撰
學
シ
満
｜
ヶ
年
ヲ
経
テ
改
撰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
木
曾
二
於
テ
演
習
ス
ル
諸
科
目
左
ノ
加
シ

債
鈍
）

兎
狩
、
生
退
処
、
競
走
、
細
引
、
フ
ー
ト
ポ
ー
ル
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
、
ク
ロ
ッ
ヶ
ー
、
投
誕
等
。

第
二
章
脳
南
含
の
今
昔
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第
一
章
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五
十
年

第
二
章
龍
南
會
の
今
昔

校筆 時蹟 長 卜

｜
、
退
寮
希
望
者
過
多
ナ
ル
場
合
ハ
特
種
ノ
事
情
ア
ル
者
ヲ
先
ト
シ
他
ハ
總
テ
抽
銭
ニ
ョ

リ
テ
之
ヲ
定
〆
追
テ
掲
示
ス

｜
、
退
寮
許
可
セ
ラ
レ
ク
ル
モ
ノ
ハ
五
月
下
旬
迄
ノ
間
一
一
於
テ
各
自
適
當
ナ
ル
宿
所
ヲ
求

〆
許
可
ヲ
得
ク
ル
上
随
時
引
移
化
へ
シ

｜
、
萬
一
退
寮
希
望
者
少
数
ナ
ル
場
合
ハ
自
然
第
二
寮
第
三
寮
東
半
部
一
一
モ
收
容
セ
ラ
ル

、
コ
ト
ァ
ル
ベ
キ
ハ
従
前
ノ
通
リ
ト
承
知
ア
ル
ペ
シ
以
上

参
考
堆
近
十
年
間
の
人
員
調

入
纂
者

退
寮
者

學
年
末
在
寮
者

昭
和
四
年
度

二
三
四

二
六
（
内
休
學
二
）

二
○
八

同
五
年
度
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三
四
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○
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同
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○
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年
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七
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九
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六
八

一五（内》》一一》
同
十
年
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八
六

一
七
一

同
十
一
年
度

一
九
四

一
一
（
内
休
學
七
）

’
八
三

一
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九
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